
１－３ 共同住宅で行われる工事 ①修繕・改修のイメージ

・共同住宅では 共用部分では 経年劣化を補修する修繕工事や耐震性等の性能を向上させる改

国土交通省・持続可能社会における既存共同住宅ストックの再生に向けた勉強会

共同住宅では、共用部分では、経年劣化を補修する修繕工事や耐震性等の性能を向上させる改

修工事が行われ、専有部分では和室の洋室化等のリフォーム工事が行われている。

改修工事修繕工事 リフォーム工事改修工事修繕 事

■断熱改修

リフォ ム工事

■和室の洋室化

■耐震改修（フレームの設置）

和 洋

設備 グ ド プ■設備のグレードアップ
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■計画修繕

外壁の補修や屋上防水を定期的に実施

■エレベーター、スロープの設置

UR都市機構HPより

■手すりの設置



１－３ ②共同住宅で行われる工事（建設業者受注）

建設業者が受注した既存共同住宅の工事は ほとんどが修繕工事であり 専有部分の工事が共

国土交通省・持続可能社会における既存共同住宅ストックの再生に向けた勉強会

主たる工事目的別リフォ ム リニ アル工事受注件数

・建設業者が受注した既存共同住宅の工事は、ほとんどが修繕工事であり、専有部分の工事が共
用部分の工事の10倍以上の件数を占める。

577.9 
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（平成20～22年度の平均、非木造）

（億円）

主たる工事目的別リフォーム・リニューアル工事受注件数
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(出典：建築物リフォーム・リニューアル調査 国交省)
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１－３ ③共同住宅で行われる工事（管理組合）

・マンション管理組合の多くは計画修繕工事を実施しているが 耐震診断や耐震改修を行ったもの

国土交通省・持続可能社会における既存共同住宅ストックの再生に向けた勉強会

診 修 実施

・マンション管理組合の多くは計画修繕工事を実施しているが、耐震診断や耐震改修を行ったもの

は少ない。

耐震診断・耐震改修の実施状況
昭和54年以前に建設された
マンション管理組合からの回答269件

□耐震診断の実施状況
0  200  400  600  800  1,000  1,200  1,400 

計画修繕工事の実施状況
(回答数)

N=２１６７

□耐震診断の実施状況
耐震診断を行った 61件（23％)
行っていない 189件（70％)

□耐震診断を実施したものの対応

1,297 

1,145 

1,119

鉄部塗装等

外壁塗装等(躯体、塗装、タイル等)

屋上防水 □耐震診断を実施したものの対応

・耐震性を確保していた

28件（10％）
・耐震改修を行った（行う予定）

1,119 

763 

636 

給水設備

建具、金物等(サッシ・玄関ドア等)

・耐震改修を行った（行う予定）

18件（7％）
・耐震性が不足していたが耐震改

修工事を行うかどうか決めていない

561 

422 

188 

排水設備

昇降機(エレベーター)設備

機械式駐車場設備 修工事を行うかどうか決めていない

9件（3％）
・耐震性が不足しているが耐震改

修工事を行う予定はない

433 

270 

これまでに計画修繕工事は実施したことがない

不明

(出典：平成２０年マンション総合調査 国交省)

修 事を行う予定はな

2件（1％）
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区分所有者が専有部分で行うリフォ ムは 嗜好対応 老朽化対応 高齢化対応を要因 目的と

１－３ ④共同住宅で行われる工事（区分所有者）
国土交通省・持続可能社会における既存共同住宅ストックの再生に向けた勉強会

・区分所有者が専有部分で行うリフォームは、 嗜好対応、老朽化対応、高齢化対応を要因・目的と

して、「住宅設備の変更」、「内装の変更」、「収納スペースの改善」を内容とする工事が多い。

マンション（133 件） 戸建て住宅（884 件）
工事の種類

改築 18.0％
大規模な修繕・模様替え 21.1％
その他修繕・模様替え（規模不明含む）54 9％

増築 8.9％
改築 21.8％
大規模な修繕・模様替え 20.7％
他修繕 模様替え（規模 明含む） ％

その他修繕 模様替え（規模不明含む）54.9％
その他修繕・模様替え（規模不明含む）41.9％

従前床面積・増加床面積
（増築の場合） 従前床面積平均111.4 ㎡（100 ㎡未満３割強、100～

150 ㎡未満4 割）
増加床面積平均 28.5 ㎡（20 ㎡以下が半数）

リフォーム工事の要因・目
的（●）と工事の内容
（○）

注）○は30％以上選択された

●安全性の向上 27.8％
●省エネルギー・冷暖房効率向上 35.3％

●老後への備え・高齢対応 59.4％

●安全性の向上 45.0％
●省エネルギー・冷暖房効率向上 54.2％
○窓ガラス・サッシ等の改良 34.7％

●老後への備え・高齢対応 61.5％
注）○は30％以上選択された
項目のみ掲載

○住宅設備の変更 54.9％
○間取りの変更 30.8％

●使い勝手の改善・好みへの変更 86.5％
○住宅設備の変更 72.2％
○内装の変更 67.7％

○住宅設備の変更 45.8％
○段差の解消・手すりの設置 34.8％

●使い勝手の改善・好みへの変更 77.0％
○住宅設備の変更 54.4％
○内装の変更 39.4％○内装の変更 67.7％

○間取りの変更 46.6％
○収納スペースの改善 45.1％

●住宅・設備の老朽化 71.4％
○住宅設備の変更 60.2％
○内装の変更 55 6％

○内装の変更 39.4％
○外装の変更 31.1％

●住宅・設備の老朽化 76.7％
○住宅設備の変更 45.4％
○内装の変更 38 9％○内装の変更 55.6％

○冷暖房給湯設備等の更新 34.6％
●子どもの成長や世帯人員の変更 32.3％

○内装の変更 38.9％
○外装の変更 37.2％

●子どもの成長や世帯人員の変更 32.0％

出典：平成２２年度住宅リフォーム実例調査 （一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会） 15



住宅 わ 修繕 修

（参考） 共同住宅で行われる工事（まとめ）
国土交通省・持続可能社会における既存共同住宅ストックの再生に向けた勉強会

■ 共同住宅で行われる修繕・改修の現状（見取り図）

１－３③
マンション管理組合の多くは計画修繕工事を実 １－３②マンション管理組合の多くは計画修繕工事を実
施している（耐震改修（耐震診断）は少ない。）

１－３②
建設業者が受注した既存共同住宅の工事は、
ほとんどが修繕工事であり、専有部分の工事が
共用部分の工事の10倍以上の件数を占める。

発注者
事業者

マンションの場合 賃貸住宅の場合マンションの場合 賃貸住宅の場合

住戸外
共用部分

【管理組合】
○修繕工事
（劣化した性能・機能の回復）

【所有者】
○修繕工事（劣化した性能・機能

【工事業者】
（劣化した性能・機能の回復）
○改修工事（グレードアップ）

○修繕工事（劣化した性能・機能
の回復）
○改修工事（グレードアップも実
施）

○修繕工事
○改修工事
○住戸内ﾘﾌｫｰﾑ住戸内

専有部分
【区分所有者】
○住戸内のリフォ ム専有部分 ○住戸内のリフォーム

１－３④ 嗜好対応、老朽化対応、高齢化対応を要
的 「住宅 備 変 「 装 変

注） 上の表は修繕等の内容を便宜上区分したものであり、これと異なる意味で用いられる場合もある。

因・目的として、「住宅設備の変更」、「内装の変更」、
「収納スペースの改善」を内容とする工事が多い。
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